
船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１８７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月２４日 ０８時００分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市の神島南方沖 

 神島港北防波堤灯台から真方位１９６°１.２海里付近 

 （概位 北緯３４°３１.７９′ 東経１３６°５８.１６′） 

事故等調査の経過 平成２６年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 武
たけ

吉
よし

丸、４.９トン 

ＡＣ３－３７９１６（漁船登録番号）、個人所有 

第２４０－３８２８４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 敏
とし

吉
きち

丸、５トン未満（長さ６.３４ｍ） 

   ２４０－３０８０７愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷外板に擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、神島南方沖

を約１５ノットの対地速力で北進中、船長Ａが、船首方の漁場となっ

ている辺りに船がいたので、それらの様子に注目しながら操船を行っ

ていたところ、船首方至近にＢ船を認め、左舵を取った。 

船長Ａは、Ｂ船との衝突を避けることができたと思い、Ｂ船の乗船

者が船内で転倒しているところを目撃したが、Ａ船の引き波によって

Ｂ船が動揺した際に転倒したものと思い、続航した。 

船長Ａは、追走してきたＢ船から衝突したことを知らされ、相互の

状況を確認した後、愛知県南知多町師崎
もろざき

漁港へ帰った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、神島南方沖で漂泊して釣りを行

っていたところ、船長Ｂが、約２００ｍの距離からＢ船に向けて接近

して来るＡ船を認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船に向けて声を上げ、手を振って注意喚起を

行ったものの、Ａ船に避航する様子が認められず、衝突のおそれを感

じ、機関を後進にかけ、右舵を取ったものの、平成２６年１１月２４

日０８時００分ごろ、その左舷船尾とＡ船の右舷船首とが衝突した。 



船長Ｂは、衝突の衝撃で倒れたとき、船体に身体をぶつけ、Ａ船が

航行を続けるように見えたので、Ａ船の後を追走して海上保安庁へ通

報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、停船したＡ船に近づいて船長Ａと相互の損傷状

況を確認した後、愛知県豊川市日
ひ

色
しき

野
の

船溜
だ

まりへ帰った。 

船長Ｂは、病院へ行き、上顎歯冠破折、右肩肘挫傷等と診断され

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 北、波高 約０.５ｍ 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、神島南方沖において北進中、船長Ａが、船首方の漁場付近

の船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、前路

で漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、至近でＢ船を認めて左舵を取っ

たものの、右舷船首がＢ船の左舷船尾と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、神島南方沖において釣りをしながら漂泊中、接近するＡ船

を認め、Ａ船に向けて声を上げ、手を振って注意喚起を行ったが、Ａ

船に避航する様子が認められず、衝突のおそれを感じて機関を後進に

かけ、右舵を取ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、神島南方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊中、船

長Ａが、船首方の漁場付近の船に注意を向け、見張りを適切に行って

いなかったため、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船中は、一方向のみに注意を向けることなく、周囲の見張りを

適切に行うこと。 

 


